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　2021（令和３）年４月１日より、改正高年齢者雇用安定法が
施行され、70歳までの就業機会を確保する措置を講ずることが
企業の努力義務となりました。そこで当機構では厚生労働省と連
携して、70歳までの就業機会確保措置を講じるためのポイントを
まとめた『70歳雇用推進マニュアル』を発行しました。

『70歳雇用推進マニュアル』
のご案内

改正高齢法や雇用施策の考え方、
人事制度改定の手順などを解説

先進企業の事例も多数紹介しています

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構　雇用推進・研究部
〒261-0014　千葉県千葉市美浜区若葉 3-1-3　TEL：043-297-9530　FAX：043-297-9550

『70歳雇用推進マニュアル』は、当機構ホームページよりダウンロードできます。
https://www.jeed.go.jp/elderly/date/manual.html 70歳雇用推進マニュアル 検 索

改正法をわかりやすく解説
ポイント

1 「70歳雇用」を進めるための
考え方や施策を解説

ポイント

2 人事制度改定の
具体的手順を解説

ポイント

3


